
（別紙1）  ルフエヌロン（Lufenuron）  
農薬名  ルフェヌロン   

く0．005（軋く0．005（削／  

審吉義の対象   農薬の食品中の残留基準の設定   

農薬取織去に基づく適用拡大中矧こ伴う要請及びインポートトレランス制  

経緯  度に基づく基準設定の要請があり、併せてポジティブリスト制度導入時に  

設定した基準値の見直しを行うもの。   

構造式   毎co二c∴」もムc轡  

F  Cl   

用途   農薬／殺虫剤   

ベンゾイルフエニル尿素系疲虫剤  
作用機構  昆虫表皮の主成分であるキチン質の合成考阻害し、幼虫の脱皮阻害を引  

き起こすことで殺虫作用を示すと考えられ七いる。   

適用拡大申請：大豆、レタえ、ブロッコリー等／ハスモンヨトウ‘オオタハーコが等  

適用作物／適用病害虫等     インポートトレランえ申請：とうがらし／タバコガ   

我が国の登録状況 だいこん、ねぎ、トマト、かんきつ類等に農薬登録がなされている。   

国際基準は設定されていない。  
諸外国の状況  EUにおいてレタス、キャベツ等に、オ⊥ストラリアにおいて鶏卵、乳等に、  

ニュージーランドにおいてりんこなし等に基準値が設定されている。   

許容一日痍取畳（ADり 0．0014mg／k文体重／dav  

食品安全委員会におけろ食      ［設定根拠］1年間慢性毒性試験（イヌ・混由）   

晶健康影響評価結果   無毒性量1．42mg／kg体重／day  

安全係数 柑0   

基準値案   
別紙1のとおり。  

残留の規制対象物質：ルフェヌロン（親化合物）のみ   

TMDl／ADl比は、以下のとおり。  

TMDl／ADI比  

（％）  

国民平均   28．8  

l泉尾評価 
幼小児（1～6歳）   59，4  

妊婦   25．6  

高齢者（65歳以上）   29．9  

TMDt：理論最大一日摂取量（Theoreti云atMaxitilumDaitylntake）   

意見聴取の状況   
平成22年3月30日に在京大使館への説明を実施  

今後、／けリックコメント及びWTO通報手続きを予定  

答申案 別紙2のとおり。  



（別紙1）  （別紙1）  
農薬名  ルフェヌロン   ルフェヌロン  農薬名   

参考基準値  
基準値  作物残留試験成績  

農産物名  秦   
ロロm  pロm  Dpm   Pl〕m  pPm   

く0．005，く0．005／  
みかん 0．02  0．3  ○  く0．005．く0．005（果肉）   

なっみかんの果実全体   0．3  0．3  ○  0．054，0．034  

lo13－023（n≡3）   
（EUレモン）】  

レモン′  0．3  EU  （かぼす参照）  

【0・鱒一0・21（n＝15）  

（EUオレンジ）】  

オレンジ（ネープ／レオレンジを含む） 0．3   EU  （かぼす参照）   

グレープフルーツ   

クランベリー  
ハックルベリー  
その他のベリー頬果実   

ぷどう  
かき   
バナナ  
キウイー  
パパイヤ  
アボカド  
パイナップル  
グアバ  
サンゴー  
パッションフルーツ  
なつめやし  

0．270（＃）几385（＃）／  

0．098（射．0．128（＃）／  

－121－  －122－   



答申（案）   

ルフェヌロン  

（別紙2）  農薬名  ／レフェヌロン   

注り rその他のなす科野菜」とは．な  
す科野菜のうち．トマトピーマン及び  
なす以外のものをいう。   

注2）「その他のかんきつ類果実」と  
は、かんきつ類果実のうち、みかん、  
なつみかん、なつみかんの外果皮、な  
つみかんの果実全体、レモン、オレン  
ジ、グレープフルーツ、ライム及びス  
／くイス以外のものをいう。  

注3）「その他のス／くイス」とは、スパ  
イスのうち、西洋わさび、わさびの根  
茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、  
しようが、レモンの果皮、オレンジの果  
皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のも  
のをいう。  

注4）「その他の陸棲哺乳矧こ属する動  
物」とは、睦ほ哺乳矧こ属する動物のう  
ち、牛及び豚以外のものをいう。  

注5）「食用部分」とは、は、食用に  
供きれる部分のうち、筋肉、脂肪、肝  
臓及び腎臓以外の部分をいう。  

注6）「その他の家きん」とは、家きん  
のうち、鶏以外のものをいう。  

※マルメロ、ぴわについては、現行基  
準が削除される。  

（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  
（‡）これらの作物残留試験は、試験成椅のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。  

－1，文一  －1クA－   



クロメプロップ（Clomeprop）  
（別紙1）  クロメプロップ   

参考基準値  
基準値  外国  作物残留試験成凍   

農産物名  案  基準値  
Ppm   ppm   ppm  

米（玄米をいう。）   0．02  ・0．1  ○  ppm  
プ   0．3  推：0．24   

審議の対象   農薬の食品中ゐ残留基準の設定   

魚介類への基準設定の要請があり、併せてポジティブリネト制度導入時に  
経緯  

設定した基準値の見直しを行うものp   

構造式   科鮎   
用途   農薬／除草剤   

フエノキシ酸系除草剤  

作用機構  
根部、茎葉基部及び茎葉部から吸収された後、オーキシン型の植物ホルモ  
ン作用を示し、椎茸の正常なホルモン作用牢撹乱することによらて枯死させ  
ると考えちれている。   

適用作物／適用雑草等   水稲／水田一年生雑草等   

我が国の登録状況   米に農薬登録がなされている。   

国際基準は設定されていない。  
諸外国の状況  諸外由においても残留基準値は設定されていなし＼。   

許容一日摂取量（ADり 0．8062mg／k体重／dav  

食品安全委員会における食      ［設定根拠］去年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット・混餌）   

品健康影響諌価結果   無毒性量0．6Zmg／kg体重／day  

安全係数1bo   

別紙1のとおり。  

基準値案  残留の規制対象物質：クロメプロップ本体（ただし、水産物にあっては、ク  
占メプロップ及び代謝物Bをクロメプロップに換算したものの和とする。■）   

TMDI／ADI比は、以下のとおり。  

TMDl／ADl比 

（％）  

国民平均   ミ9．7  
暴露評価  

幼小児り～6－歳）   15．1  

妊婦   9．0  

高齢者（65歳 9．5  

TMD［：理論最大一日摂取量（Theoretica［MaximumDai［y（ntake）   

意見聴取の状況   
平成22年3月9日に在京大使館への説明を実施  

今後、パブリックコメント及びmo通報手続きを予定   

′答申案   別紙2のとおり。   

平成17年11月29日原生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。  
（＃）これらの作物残留試験は、申請の適用範囲内で試験が行われていない。  
「作物残留試廟」欄に「推：」の記織のあるものは、推定残留量であることを示している。  

ー125－  －126－   



（別紙2）   

答申（案）  

※今回残留基準を設定するクロメプロップとは、水産物に  
あっては、クロメプロップ及び代謝物B〔2－（2，4－ジクロロー  
m－トリルオキシ）プロピオン酸〕をタロメプロップ含免に換  

算したものの和をいい、その他の食品にあってはクロメプ  
ロップのみをいう。  

＿1ク7＿  ＿1ウ久一  




